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申請にあたっての同意事項（重要）＜必ずご一読ください＞

給付認定申請（入所申請）にあたって、次の事項に同意の上、申請してください。 

1. 給付認定申請について 
(1)申請内容が事実と相違した場合（提出書類の偽造・改ざん等を含む）は、苫小牧市が給付認定及び
入所又は入所の内定を取り消すことがあります。 

(2)苫小牧市外から転入予定の方について、給付認定保護者が入所日までに苫小牧市に転入しなかった
場合は、苫小牧市が給付認定及び入所又は入所の内定を取り消すことがあります。 

(3)申請時点、入所決定時点から世帯の状況等に変更があった場合は、速やかに変更申請の届出を行っ
てください。変更申請の届出が遅れた場合、認定や入所調整、利用者負担額（保育料）等に影響す
ることがあります。 

2. 入所申請及び入所後の注意点について 
(1)申請に必要な書類は、原則、すべてそろえた状態で提出してください。なお、保育を必要とする理
由の証明書類（就労証明書等）を申請の締切日までに提出できなかった場合は、保育の必要性が確
認できないため、入所調整時の優先度が求職活動と同様になります。 

(2)入所の内定を正当な理由なく辞退した場合、同一年度内におけるその後の当該施設の入所調整にお
いて、優先順位が下がる等の影響が出ることがあります。 

(3)申請後に入所する必要が無くなった場合は、速やかに連絡し、申請を取り下げてください。取り下
げの連絡等が無い限りは、申請年度の３月１日入所まで入所調整の対象となります。 

(4)認可保育施設で行う面接で「児童を安全に保育できる」と判断された場合のみ、入所を決定します。
なお、入所日は毎月１日付けです。 

(5)入所後１週間～２週間程度は午前保育（ならし保育）となります。ただし、個人差があるため、１
か月以上かかる場合もあります。 

(6)認可保育施設は、保護者が日中、家庭保育ができない時間に限り利用することができます。保護者
の保育を必要とする理由が「就労」の場合は、就労時間＋送迎時間がお子さんを預けることのでき
る時間です。両親のどちらかが仕事が休みの場合（土曜日も含む）は、原則預けることはできませ
ん（認定こども園の３歳クラス以上児における幼児教育の時間を除く）。  

(7) 保護者の保育を必要とする理由が「その他（育児休業）」で入所する場合は、入所日から２か月以
内に復職してください。２か月経っても復職できなかった場合は、原則退所となります。 

(8)長期 （連続して１か月程度） にわたり欠席が続く場合は、保育の必要性がないと判断し、原則退
所となります。 

(9)入所中に保護者が苫小牧市外へ住民票を異動した場合は、苫小牧市での給付認定が切れるため、原
則退所となります。ただし、単身赴任等、保護者が１人でも市内に残る場合は、給付認定保護者の
変更をすれば給付認定及び入所の継続は可能です。  

(10)入所後、何らかの理由により転園したいという希望がある場合は、転所届を提出してください。 
ただし、入所していない児童を優先して入所調整するため、転園の調整は難しいです。毎年度 
希望した場合であっても、卒園まで転園できないこともあります。 

(11)小規模保育施設は、０歳児から２歳児までを対象とした保育施設です。年度途中で３歳に達し 
た場合は当該年度末に卒園となります。その後も他の保育施設の利用を希望する場合は、改め 
て申請が必要です。なお、再度入所調整を行うため、利用を希望する保育施設の空き状況等に 
よっては、入所が保証されるものではありません。 

3. 利用者負担額（保育料）等の算定について  （詳細は P19,20 をご覧ください） 
(1)父母が一定の収入に達していない場合は、同居の扶養義務者等の税額を合算して決定することがあ
ります。  

(2) ひとり親世帯で同居するパートナーの方がいる場合は、当該同居者の税額を合算して決定します。  
(3) 毎年４月～８月と９月～翌年３月で算定に必要な市民税の課税年度が替わるため、再度算定を行い
ます。税額によっては、入所途中で利用者負担額（保育料）が上がったり、免除対象だった副食費
が免除対象外へ変更となることがあります。 

(4)市民税の申告がない場合、利用者負担額（保育料）等が最高階層で算定されることがあります。ま
た、税の修正申告等により課税額が変更になった場合は、利用者負担額（保育料）等が遡って変更
（追徴又は還付）されることがあります。 
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NO/ 園　名 運営事業者 郵便番号 住　所 電話番号（0144）

1 　うとない保育園 東雲福祉会 059-1307 　ウトナイ南３丁目２０番１号 ８２－８１６１

2 　沼ノ端おひさま保育園 沼ノ端福祉会 059-1305 　沼ノ端中央４丁目１２番２７号 ５５－０７０５

3 　拓勇おひさま保育園 沼ノ端福祉会 059-1302 　拓勇西町７丁目１番４号 ５２－００２０

4 　あけの保育園  苫小牧市福祉事業協会 053-0054 　明野新町５丁目１３番３０号 ５７－３５４３

5 　みその保育園 苫小牧市 053-0041 　美園町４丁目２６番１０号 ３４－４３３９

6 　なかの保育園 中野福祉会 053-0005 　元中野町２丁目１２番５号 ３８－５５８８

7 　すえひろ保育園  苫小牧市福祉事業協会 053-0011 　末広町１丁目２番２２号 ３６－９６５６

8 　山手キューピット保育園 山手の里 053-0851 　山手町１丁目１２番３号 ７３－２７６２

9 　たいせい保育園  苫小牧市福祉事業協会 053-0806 　大成町１丁目１４番２６号 ７２－９２５７

10 　さくらぎ保育園  苫小牧市福祉事業協会 053-0832 　桜木町３丁目２４番２３号 ７３－７０３３

11 　こいとい保育園  苫小牧市福祉事業協会 053-0821 　しらかば町５丁目６番１４号 ７３－２６００

12 　いとい北保育園 苫小牧市 053-0833 　日新町４丁目３番１５号 ７４－２１１０

13 　錦岡保育園 錦岡福祉会 059-1264 　宮前町２丁目２８番１５号 ６７－００３３

NO. 園　名 運営事業者 郵便番号 住　所 電話番号（0144）

1 　勇払幼稚園 勇払学園 059-1372 　字勇払１４２番地の２２ ５６－２３００

2 　第２はくちょう幼稚園 沼ノ端学園 059-1304 　北栄町４丁目１番９号 ５５－２２２１

3 　はくちょう幼稚園 沼ノ端学園 059-1304 　北栄町３丁目４番６号 ５５－３５４５

4 　苫小牧のぞみ幼稚園　※ 小池学園 059-1303 　拓勇東町８丁目１番７号 ５１－６２００

5 　幼稚舎あいか 百合愛会 053-0053 　柳町４丁目９番１７号 ５３－００２１

6 　苫小牧いずみ幼稚園 小池学園 053-0042 　三光町５丁目７番２９号 ３３－５３７０

7 　苫小牧藤幼稚園　※ 藤天使学園 053-0045 　双葉町２丁目９番９号 ３２－２７４２

8 　認定こども園おとわ みやま福祉会 053-0044 　音羽町２丁目１０番８号 ３６－５０５６

9 　苫小牧中央幼稚園 苫小牧中央学園 053-0006 　新中野町３丁目１６番４号 ８４－７３５７

10 　苫小牧マーガレット幼稚園 鈴木学園 053-0034 　清水町２丁目１１番８号 ３４－７８１０

11 　苫小牧聖ルカ幼稚園 聖公会北海道学園 053-0018 　旭町２丁目６番１９号 ３６－１１５６

12 　苫小牧ふたば幼稚園 ふたば学園 053-0027 　王子町１丁目２番１８号 ３４－６２５０

13 　苫小牧すみれ保育園 明日萌 053-0803 　矢代町３丁目７番４７号 ８４－３５２０

14 　かおり幼稚園  北海道キリスト教学園 053-0802 　弥生町２丁目８番２５号 ７２－５５０３

15 　はなぞの認定こども園 沼ノ端学園 053-0853 　花園町２丁目１１番１５号 ７１－６６８７

16 　苫小牧あおば認定こども園 北海道徳風学園 053-0855 　見山町４丁目６番４号 ７２－７４１１

17 　原学園ひかり幼稚園 原学園 053-0811 　光洋町３丁目１３番２号 ７４－４６００

18 　認定こども園ひよし　※  苫小牧市福祉事業協会 053-0816 　日吉町２丁目９番２５号 ７３－７６２０

19 　エンゼル幼稚園 坂本北海道学園 053-0821 　しらかば町５丁目６番６号 ７２－０１０１

20 　ピノキオ苫小牧幼稚園 坂本北海道学園 053-0833 　日新町３丁目６番１０号 ７３－３１１１

21 　ひかりの国幼稚園 原学園 053-0814 　字糸井３５３番地の１ ７４－４８００

22 　青空幼稚園　※ 絆学園 053-0823 　柏木町２丁目３番５号 ７２－３２６６

23 　苫小牧もも花幼稚園 浅利教育学園 059-1271 　澄川町３丁目１６番８号 ６７－５６５０

※令和8年4月から認定こども園へ移行予定（青空幼稚園は８月より移行予定）

●認可保育所一覧(１３園)

●認定こども園一覧(２３園)

◆ 市内の教育・保育施設の一覧

-1-



NO. 園　名 運営事業者 郵便番号 住　所 電話番号（0144）

1 　苫小牧なの花保育園 明日萌 059-1307 　ウトナイ南６丁目８番３１号 ５３－６２００

2 　バンビ保育園 沼ノ端学園 059-1305 　沼ノ端中央２丁目９番３２号 ５３－０５５０

3 　パンダ保育園 沼ノ端学園 059-1305 　沼ノ端中央３丁目４番１６号 ８４－１７４０

4 　ひだまりのもり保育園 岡崎美加 059-1304 　北栄町１丁目１７番８号 ８４－７４９０

5 　コアラ保育園 沼ノ端学園 059-1304 　北栄町２丁目２１番１５号 ６１－１９２４

6 　ヒヨコ保育園 沼ノ端学園 059-1304 　北栄町４丁目１番６号 ８４－８５６７

7 　なないろ保育園 尾﨑里紗 059-1302 　拓勇西町４丁目１４番２５号 ５７－８２０５

8 　苫小牧育成そよかぜ保育園 苫小牧育成 053-0031 　春日町２丁目１０番１２号 ３５－１０１０

9 　ひかりチャイルドケアセンター 原学園 053-0811 　光洋町３丁目１３番２号 ７５－１００６

10 　青空すまいる保育園 絆学園 053-0816    日吉町１丁目４番２２号 ８４－３３１３

11 　ベビーエンゼル！！ 坂本北海道学園 053-0821 　しらかば町５丁目５番１９号 ７５－７３７３

12 　ベビーピノキオ 坂本北海道学園 053-0833 　日新町２丁目４番２９号 ７６－０１００

13 　青空にじいろ保育園 絆学園 053-0823 　柏木町２丁目５番１号 １F ７４－７４５９

14 　青空ことり保育園 絆学園 059-1261 　ときわ町３丁目７番２４号 ８４－３２４８

NO. 園　名 運営事業者 郵便番号 住　所 電話番号（0144）

1 　駒沢苫小牧幼稚園 駒沢苫小牧学園 053-0041 　美園町１丁目９番１号 ３３－９７９４

2 　錦岡幼稚園 小沼学園 059-1273 　明徳町４丁目６番６１号 ６７－０９５０

NO. 園　名 運営事業者 郵便番号 住　所 電話番号（0144）

1 　植苗保育園 植苗町内会 059-1365 　字植苗４０番地の５５ ５８－２４５６

2 　苫小牧育成かすが保育園 高橋義則 053-0031 　春日町１丁目６番２０号 ８４－５５５９

3 　ドレミ保育園 吉川昌志 053-0022 　表町５丁目５番４号村上ビル ２F ８２－９９７０

4 　リトルハウス　さくらんぼ 半田弘美 053-0026 　幸町２丁目７番６号 ３６－１１１２

5 　森のこころねようちえん 森のこころね 053-0035 　字高丘６０番地の１０ 080-4500-3996

NO. 園　名 運営事業者 郵便番号 住　所 電話番号（0144）

1 　苫小牧みらい保育園 明日萌 059-1307 　ウトナイ南６丁目８番３６号 ５３－６１００

2 　ペンギン保育園 平成醫塾 053-0054 　明野新町４丁目２２番５号 ８４－７６７０

3 　つちっこ保育園 奏和会 053-0034 　清水町２丁目１番２号 ６１－１０２５

令和8年4月1日（予定）

●小規模保育施設一覧(１４園)

●幼稚園一覧(２園)

●認可外保育所一覧(５園)

●企業主導型保育施設一覧(３園)
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満３歳になって幼稚園に通い始めると、４年間幼稚園に通う形になるためこれを「４年

保育」と呼びます。一部では「満３入園」や「年少少」と呼ぶ園もあります。

利用希望者は各園にお問い合わせください。満３歳児入園（１号認定）は無償化の対象

となります。

◆ 市内教育・保育施設について

施設の概要 入所の条件 申込み先施設の種類

認可 
保育所

保育を必要とする 

小学校就学前のお子さ

んを保育することを目

的とする福祉施設 

市へ申込み 

あり 

※2・3号認定 

※詳細は４ページ

小規模
保育施設

認可保育所と同じ役割

定員6人から19人以

下で0歳から2歳児

を対象とした施設 

あり 

※3号認定 

※詳細は４ページ

市へ申込み

①保育所と②幼稚園の

機能をあわせ持ち、 

地域の子育て支援も行

う施設 

認定
こども園

市へ申込み

希望する

園へ申込み

②幼稚園利用：なし

＊１号認定 

①保育所利用：あり
＊２号・３号認定

学校教育法に基づく

「学校」です。満３歳

から小学校就学前まで

のお子さんを保育する

教育施設

幼稚園
なし

＊１号認定

希望する

園へ申込み

独自の基準を設けてい

る保育施設

企業が主となり運営す

る企業主導型保育施設

もある
企業主導型：あり

認可外：なし

希望する

園へ申込み

認可外
保育所

＊満３歳児入園とは

7時30分 

～
 

18 時 30分 

利用時間 

7時 30分 

18時 30分 

～
 

7 時 30分 ～
 

18 時 30分 

４時間程度 
※教育時間は 

園により異なる

４時間程度 
※教育時間は 

園により異なる 

保育時間は 

園により異なる
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１．保育所等への入所申込み～入所の流れについて 

（１）申込み施設  

認可保育所・認定こども園(保育所部分)・小規模保育施設

（２）申込み～入所の流れ 

（３）申請期間について 

入所希望日 受付期間 入所希望日 受付期間 

4/1(水) 
①12/1(月)～翌 1/13(火) 

10/1(木) 8/1５(土)～9/15(火) 
②1/14(水)～2/27(金) 

5/1(金) 2/28(土)～4/15(水) 11/1(日)  9/16(水)～10/15(木) 

6/1(月) 4/16(木)～5/15(金) 12/1(火) 10/16(金)～11/13(金) 

7/1(水) 5/16(土)～6/15(月) 1/1(金) 11/14(土)～12/15(火) 

8/1(土) 6/16(火)～7/15(水) 2/1(月) 12/16(水)～1/15(金) 

9/1(火) 7/16(木)～8/14(金) 3/1(月) 1/16(土)～2/15(月) 

◆ 入所申込みについて（２号・３号）

② 市役所に入所申請書を提出する

入所希望月によって申請期間が違います
（下記参照） 

③ 入所調整後、市役所から連絡がくる 

申請書類により市が選考します

④ 施設と面接をする 

希望したいずれかの施設と親子で面接します 

申請書類はこちらから 

ご確認いただけます 

① 市役所等から入所申請書をもらう

申込みに必要な書類をお渡しします

⑥ 入所する

毎月１日が入所日となります

※土曜日は子育て支援センターでのみ受付しています。（９時３０分から１６時まで） 

※入所申請書類（P6参照）は、原則、すべてそろえた状態で申請してください。

なお、保育が必要な理由の証明書類について締切日までに提出できなかった場合は、保育の必要性が確認で 

きないため、入所調整時の優先度は求職活動と同様になりますので、ご注意ください。 

※郵送で申請する方締切日必着ですので、余裕を持って郵送をお願いいたします。 

※申請後に入所不要となった場合は、申請を取り下げる旨こども育成課まで連絡してください。 

※取り下げの連絡等がない限りは、３月１日入所まで調整します。なお、来年度４月以降入所については、別 

途、来年度分の申請をしてください。 

※育児休業手当給付金の延長手続きに「子どものための教育・保育給付認定申請書」の写しが必要です。必要 

な方は事前にご自身でコピーを取ってから、提出してください。 

※申請内容に変更が生じた場合は、速やかにこども育成課まで連絡してください。 

※市外から転入される方は、必ず入所日までに住民票を苫小牧市に異動させてください。 

入所決定を郵送等でお知らせします 

⑤ 入所が決定する
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２．入所の申請に必要な書類について

（１）必要な書類一覧 
市役所こども育成課（１階18番窓口）又はとまこまい子育て支援センターで配布するほか、苫小牧市公式

ホームページからダウンロードもできます。また、入所申請の受付も同様に行っています。窓口に直接来るの
が難しい場合は、郵送での配布・受付もしています。 

●世帯・子ども１人につき１枚必要 提出確認用 

① 子どものための教育・保育給付認定申請書（兼現況届）※記載例はガイド７ページ

② 心身状況票 ※記載例はガイド８ページ  

●両親それぞれにつき１枚ずつ必要（保育が必要な理由の証明書類）※該当理由の□にチェック 

※できる限り最新（おおむね申請日から２か月以内に取得）のものを提出してください。 父 母 

③ 

□就労（育休） 

※病気休職中は

疾病になります。 

就労証明書（育児休業に関する項目に記載がある） 
※必ず「記載必要項目チェックリスト」で記載漏れ等が無いか確認した上で、

提出してください。 

※会社の方に発行を依頼してください（自営業の場合は＊1参照）。 

様式は苫小牧市公式ホームページからダウンロードできます。

◆休憩時間を除き月64時間以上就労している場合に該当します。 

◆報酬を伴わない労働（報酬が発生しない家事手伝いや自営業の開業準備等）は対象外です。 

◆育休中に入所した場合は入所日から２か月以内に復職していただきます。 

□妊娠・出産 母子健康手帳の写し（表紙及び分娩予定日記入のページ） 

□疾病 疾病診断書＊2、疾病・障がい状況申告書＊3 

□障害 障害者手帳又は療育手帳の写し、疾病・障がい状況申告書＊3 

□看護・介護 介護が必要な方の診断書＊4、介護・看護状況申告書 

□家庭の災害 罹災証明書 

□求職活動 就労約束書 

◆入所日（入所後に退職した場合は、退職日の翌日）から90日目が属する月の月末までに就労等に該当

しなければ退所になりますので、ご注意ください。

□就学 在学証明書、就学状況申告書 

◆自習・休憩時間を除き月64時間以上就学している場合に該当します。自動車学校は含みません。 

□その他 保育ができないことの証明（こども育成課までお問い合わせください）

＊1自営業の場合はご自身で作成してください。なお、自営を証明する書類（営業許可証や開業届出書、登 

記事項証明書、確定申告書、請負先との委託契約書の写し等）を１点、必ず添付してください。 

＊2疾病で「育児及び就労が困難」な場合に限りますので、診断書に同様の文言がない場合は無効です。 

＊3障害者手帳１・２級の方、療育手帳Aの方、寝たきり・入院中の方は不要です。 

＊4「日常的に介護（看護）を要する」場合に限りますので、診断書に同様の文言がない場合は無効です。 

●世帯につき１枚必要 提出確認用 

④ 保育施設入所申込者実態調査書 ※記載例はガイド１１ページ

●下記に該当する方 ※該当する□にチェック 提出確認用 

⑤ □入所申請児童に食物アレルギーがある 食物アレルギー申請書等  

⑥ 

□兄姉が青空幼稚園又は企業主導型保育施設（※）、

市外の幼稚園・保育施設等に通園している 

※苫小牧みらい保育園、ペンギン保育園、つちっこ保育園

在園証明書  

⑦ □生活保護を受給 生活保護手帳の写し  

⑧ 
□同居家族に障害者手帳・療育手帳を持っている方 

がいる 
手帳の写し  

⑨ □同居家族に18～64歳の方がいる 保育が必要な理由の証明＊5

＊5学生は提出不要です（①認定申請書の世帯の状況欄に学校名を記載してください）。学生以外の方は提 
出がなくても申請可能ですが、提出がなければ入所調整時に優先度が下がりますのでご注意ください。 
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（２）記載例等 
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当てはまる箇所に
を入れてください

当てはまる箇所に
を入れてください

-
8
-



宛

証明日 年 月 日

― ―

― ―

下記の内容について、事実であることを証明いたします。

※本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。

No.

□ 農業・林業 □ 漁業 □ 鉱業・採石業・砂利採取業 □建設業 □ 製造業 □電気・ガス・熱供給・水道業

□ 情報通信業 □ 運輸業・郵便業 □ 卸売業・小売業 □金融業・保険業 □ 不動産業・物品賃貸業

□ 学術研究・専門・技術サービス □ 宿泊業・飲食サービス業 □生活関連サービス業・娯楽業 □ 医療・福祉

□ 教育・学習支援業 □複合サービス事業 □ 公務 □ その他（ ）

年 月 日

3 □ 無期 □ 有期 年 月 日 ～ 年 月 日

□正社員 □パート・アルバイト □ 派遣社員 □契約社員 □会計年度任用職員 □ 非常勤・臨時職員 □役員

□ 自営業主 □ 自営業専従者 □ 家族従業者 □ 内職 □業務委託 □ その他( )

月 火 水 木 金 土 日

□ □ □ □ □ □ □

日 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

□ 月間 □ 週間 分 （うち休憩時間 分）

□ 月間 □ 週間

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

年 月 年 月 年 月

□取得予定 □取得中

年 月 日 年 月 日

□取得予定 □取得中 □取得済み

年 月 日 ～ 年 月 日

□取得予定 □取得中 □取得済み □ 介護休業 □ 病休 □ その他（ ）

年 月 日 ～ 年 月 日

11 □ 復職予定 □ 復職済み 年 月 日

□取得予定 □取得中 年 月 日 ～ 年 月 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

13 □ 有 □ 有（予定） □ 無

14 □ 有 □ 有（予定） □ 無 □ 未定

15 □ 可 □ 可（予定） □ 否

16 □ 可 □ 可（予定） □ 否

17 年 月 日 年 月 日

18

年 月 日

年 月 日

年 月 日

就労証明書
苫小牧市健康こども部長

西暦

事業所名

電話番号

担当者名

代表者名

所在地

項目 記載欄

1 業種

記載者連絡先

雇用(予定)期間等 期間
 （無期の場合は雇用開始日のみ）

4 本人就労先事業所
名称

住所

2
フリガナ

本人氏名 生年月日

（うち休憩時間 分）

5 雇用の形態

6

就労時間
(固定就労の場合)

祝日 合計
時間 月間

□

一月当たりの就労日数 月間 一週当たりの就労日数 週間

時間 分

平日

就労時間
(変則就労の場合)

合計時間 時間

日祝

土曜

就労日数 日

主な就労時間帯
・シフト時間帯

年月

日／月 時間／月

年月 年月

時間／月日／月 時間／月 日／月
7

就労実績
※日数に有給休暇を含み、

時間数に休憩・残業時間を含む

10
産休・育休以外の休業の

取得

理由

期間

9 育児休業の取得
※取得予定を含む 期間

8 産前･産後休業の取得
※取得予定を含む 期間 ～

復職（予定）年月日

12
育児のための短時間
勤務制度利用有無
※取得予定を含む

期間

保育士等としての勤務実態
の有無

（雇用契約の）満了後の
更新の有無

主な就労時間帯
・シフト時間帯

入所内定時育休短縮可否

単身赴任期間（予定含む） ～

□

生年月日

生年月日

備考欄

児童名

育休延長可否

生年月日

児童名

児童名
利用中 □ 申込中（第一希望）

19 保護者記載欄

利用中□ □ 申込中（第一希望）

□ 利用中 □

施設名

施設名

施設名

申込中（第一希望）

ａ ｂ

ｄ ｅ

ｇ

ｏ

ｐ

ｃ

ｊ

※ ～ は「固定就労の場合」か「変則就労の場合」の

どちらかに記載があればＯＫです。

⑨一日当たりの就労時間数×⑧一月当たりの就労日数＝⑦月間合計時間数と合致すればＯＫ

※⑧が週間で記載されている場合は、×４して一月当たりの就労日数を算出してください。
ｉ

⑨一日当たりの就労時間数（№18備考欄に記載の場合もあり）×⑧一月当たりの就労日数＝⑦月間合計時間数と合致すればＯ

Ｋ ※⑦や⑧が週間で記載されている場合は×４して月間合計時間や日数を算出してください。

ｌ

ｍ

ｋ

ｈ

※すでに上の子が認可保育施設に入所している場合は、当該上の子についても記載してください。

ｎ

ｇ

ｈ

ｉ

ｆ
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きょうだい同時に入所申請する場合　　 □ 該当なし

　▼希望に近い順番に①～④の番号を、希望しない欄は×印を記入してください。

４．別居している祖父母の状況（同居の祖父母は申請書に記入してください）

５．申請児童の過去及び現在の保育所等への入所履歴

 □ 該当なし ※入所履歴がある場合は以下に記入してください

湊 ●▲■保育園 東京都目黒区 　　年　　　月　～　　　　年　　　月 転園のため

該当児童 施設名 所在地 入所時期 退所理由

光 ●▲■保育園 東京都目黒区 　　年　　　月　～　　　　年　　　月 転園のため

日高　則夫 母の父 埼玉県春日部市 65 有　 ･　 無

日高　良子 母の母 若草町（住民票は春日部市） 58 有　 ･　 無

北海　道子 父の母 札幌市 67 有　 ･　 無

北海　博 父の母の夫 札幌市 60 有　 ･　 無

　※１人だけ入所した場合でも、保育理由が「育児休業」の方は、２か月以内に復職していただきます。なお、
  「求職活動」の方は９０日以内に就労証明書等を提出し、就労を開始しないと入所児童は退所になります。
  ※入所後、転園したいという希望がある場合は、転所届を提出してください。ただし、入所していない児童を
　優先して入所調整するため、転園の調整は難しいです。毎年度希望した場合であっても、卒園まで転園できな
　いこともあります。

氏名
申請児童との関係
（「父の父」など）

居住地
（市内の場合は町名を、市外の場合は都

道府県及び市町村名を記入）

年齢 就労

×  １人だけでも、早く入所させたい（どの児童かは問わない）

2  優先したい児童（児童名：　　　　　　　　　　　　）だけでも、早く入所させたい

裏

1  入所までに時間はかかっても、同じ保育所に同時に入所させたい

×  別々の保育所でもよいので、早く同時に入所させたい

Ｒ６

Ｒ７ ６

４ Ｒ７

Ｒ７ ８

８

兄：光

-
1
1
-



診断書（就労及び育児が困難な旨記載）又は障害者手帳等の写しのほか、疾病・障がい状況申告
書の提出が必要です。 
ただし、身体障害又は精神障害１・２級、寝たきり・入院中の方については、「疾病・障がい状
況申告書」の提出は不要です。 
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保護者が病人の看護・介護のため、保育所の利用を希望する場合に該当します。 
介護・看護が必要となる証明及び介護・看護状況申告書が必要です。 

         介護・看護を要する旨の診断書や、障害者手帳、介護判定 

月の就学時間が６４時間以上（自習時間・休憩時間を除く）の場合に該当します。 
就学している学校の在学証明書及び就学状況申告書が必要です。
※職業訓練校は就学扱いです。 
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妊娠・出産を理由として保育を必要とする場合の保育期間は、産前８週（多児妊娠
の場合は 14週）から産後８週が経過する日の翌日が属する月の末日までです。 
例）R7.9/8（月）分娩予定の場合は、産前８週の 7/14（月）から（産後８週が 
R7.11/3（月）のため）R7.11/30 までが妊娠・出産期間となる。 
※実際の出産が分娩予定日より早まった（あるいは遅くなった）場合は、出産
日から起算して妊娠・出産期間が変更になる場合があります。 

母子健康手帳をコピーしてご提出ください。 
①表紙または母の氏名が記入されているページ 
②分娩予定日が記入されているページ 

① 

OR 

② 
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（３）入所申請、入所の注意点について 

①入所申請について 

申込みに必要な書類が揃っていない場合は、受付できない可能性があります。 

  給付認定申請書に記入する「希望する施設」は、入所を希望する園のみをご記入ください。希望

園の上限はありませんが、入所の候補者となった後に辞退することは、他の利用希望者や候補とな

った保育施設に迷惑をかけることになります。また、その後の入所調整において優先度が下がる等

の影響が出ることがあります。申請前に利用を希望する保育園等に見学へ行くことをおすすめしま

す。 

※これから市内へ転入される方（住所が決まっている） 

住民票を移す前でも申請は可能です。ただし、入所が決定しましたら、必ず入所日前に苫小牧市へ

住民票を異動してください。

 ●申 請 先：苫小牧市こども育成課  ●必要書類：苫小牧市の入所申請書類 

②入所調整について 

  入所の候補者は、「入所基準（18ページ参照）」の点数が高い方から決まります。先着順ではあり

ませんので、ご注意ください。  

  また、希望する施設が少ない方は、長期にわたり入所できない場合があります。また、入所の決

定は面接後に決まりますが、面接した後、食物アレルギー(※)のため園で対応ができない・支援が

必要なお子さんで安全に保育ができないなど園で判断された場合は、入所を見送ることとなります

ので、予めご承知おきください。 

※食物アレルギーがあるお子さんについて 

食物アレルギーによる食品の除去を必要とするお子さんに対しては、可能な範囲で除去食を提供

しています。※予防のための除去食はお受けできません。 

除去食の提供を希望される方は、医師の診断書等提出が必要です。除去が必要な食品の種類・量

によっては対応できない場合やお弁当・代替食の持参をお願いすることがあります。こども育成課

の栄養士に相談することも可能ですので、遠慮なくご相談ください。 

③入所申請後の変更や取り下げについて 

  「希望園の追加・変更したい」、「就労先や就労時間が変わった」、「保育が必要な理由の変更」、「同

居家族が増えた」、「引越しして住所が変更した」などの変更が生じましたら、こども育成課または、

入所している施設へご連絡をお願いします。変更内容により、お手続きが必要な場合があります。 

④慣らし保育について 

  初めて保育施設に入所するお子さんにとっては、新しい環境で過ごすことは大きな負担となりま

す。慣らし保育とはその負担を軽減するため、１～２週間程度の期間で少しずつ保育時間を延ばし

ていくことです。園やお子さんによって、慣らし保育期間が異なりますので、入所前の面接や見学

等でご確認ください。なお、入所日前から慣らし保育を行うことはできません。 
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⑤保育時間について （※詳細は４ページをご覧ください）

   入所後は、保護者が日中家庭保育ができない時間に限り、保育施設を利用することができます。就

労の場合は就労時間＋送迎時間がお子さんを預けることのできる時間です。両親のどちらかが仕事

が休みの場合（土曜日も含む）は、原則預けることはできません（認定こども園の３歳クラス以上児

における幼児教育の時間を除く）。 

⑥転園について 

  転園を希望する場合、「転所届」を園に提出していただきます。やむを得ない事情がある場合は、

市役所へ転所届をご提出ください。 

  ただし、転園希望者は優先度が低くなります。卒園までに転園できない場合がありますので、予め 

ご承知おきください。 

 また、育休継続中に転園する場合、転園先に入所できた日から２か月以内に復帰して頂きますの

で、予めご承知おきください。 

⑦早朝・延長保育について

   実施している施設・対象年齢・利用料金は以下のとおりです。 

   早朝・延長保育は、在籍している園児のみ利用となりますので、実施している園をご確認の上希望

園をご記入ください。 

※早朝・延長保育の利用は在籍園へお申し出ください。 

実施施設 対象年齢 早朝 延長 利用料 

う と な い 保 育 園 １歳児クラス～ 〇 〇 

100円/30分 

＜利用上限額（月額）＞ 

30分延長保育 1,200円 

標準認定  2,400円 

短時間認定 4,800円 

※保育料と別途かかります 

は く ち ょ う 幼 稚 園 ３歳児クラス～ 〇 〇 

沼ノ端おひさま保育園 １歳児クラス～   〇 

拓 勇 お ひ さ ま 保 育 園 １歳児クラス～ 〇 

幼 稚 舎 あ い か 満１歳～ 〇 〇 

な か の 保 育 園 １歳児クラス～ 〇 

す え ひ ろ 保 育 園 １歳児クラス～   〇 

苫 小 牧 す み れ 保 育 園 生後４か月～ 〇 

た い せ い 保 育 園 １歳児クラス～ 〇 〇 

苫小牧あおば認定こども園 １歳児クラス～ 〇 〇 

さ く ら ぎ 保 育 園 １歳児クラス～ 〇 〇 

認 定 こ ど も 園 ひ よ し １歳児クラス～ 〇 〇 

こ い と い 保 育 園 １歳児クラス～   〇 
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⑧小規模保育施設の入所について 

  小規模保育施設は 0～2 歳児のみを対象とした施設です。2 歳児クラスのお子さんは、３月で卒

園となり、以下の連携施設や他の保育所等へ入所していただきます。例年、夏頃に希望調査を行い、

11月頃に入所希望を在園の施設へ提出していただきます。 

連携施設以外の保育所等へ入所をご希望の場合、新規で申請が必要となります。申請については、

在籍の施設を通して 12 月頃にご案内しますので、必要書類をご記入の上、在園の施設へご提出く

ださい。 

【連携施設とは】 

  小規模保育事業所は２歳児クラスまでの施設のため、卒園後の受け皿等となっていただく 

「連携施設」を上記のとおり各施設で設定しています。 

これらの施設については、卒園時に優先的に入所する可能性が高くなります。 

【注意事項】 

 ●連携施設であっても卒園時に必ず入所ができるわけではありません。（定員超過等） 

 ●連携先で受入れができない場合、市では他園で調整ができるよう最大限配慮します。 

  ※この場合、希望園を増やしていただくなどの対応をお願いする場合があります。 

 ●連携先の施設では、教材費等の実費が掛かる場合があります。 

No. 施設名 
連携施設 

認定こども園 

１ な の 花 
す み れ 保 育 園 

は く ち ょう幼 稚園 

も も 花 幼 稚 園 

第２はくちょう幼稚園 

２ バ ン ビ 

は く ち ょう幼 稚園 第２はくちょう幼稚園 
３ パ ン ダ 

４ コ ア ラ 

５ ヒ ヨ コ 

６ ひ だ ま り の も り は く ち ょう幼 稚園 

第２はくちょう幼稚園 
幼 稚 舎 あ い か 

７ な な い ろ 

８ そ よ か ぜ 
か お り 幼 稚 園 

い ず み 幼 稚 園 
はなぞの認定こども園 

９ ひ か り ﾁ ｬ ｲ ﾙ ﾄ ﾞ ｹ ｱ ｾ ﾝ ﾀ ｰ ひ か り 幼 稚 園  

10 ベ ビ ー エ ン ゼ ル ! ! 
エ ン ゼ ル 幼 稚 園 ピ ノ キ オ 幼 稚 園 

11 ベ ビ ー ピ ノ キ オ 

12 青 空 に じ い ろ 

も も 花 幼 稚 園 

青 空 幼 稚 園 

令和8年8月より幼稚

園から認定こども園へ

移行予定

13 青 空 こ と り 

14 
青 空 す ま い る 
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令和６年４月入所から適用

基本 月労働時間数150H以上 100

基本 月労働時間数120H以上150H未満 90

基本 月労働時間数80H以上120H未満 85

基本 月労働時間数64H以上80H未満 80

基本 月労働時間数150H以上 90

基本 月労働時間数120H以上150H未満 80

基本 月労働時間数80H以上120H未満 75

基本 月労働時間数64H以上80H未満 70

基本 月労働時間数150H以上 80

基本 月労働時間数120H以上150H未満 75

基本 月労働時間数64H以上120H未満 70

基本 月労働時間数150H以上 80

基本 月労働時間数120H以上150H未満 75

基本 月労働時間数64H以上120H未満 70

基本 月労働時間数150H以上 70

基本 月労働時間数120H以上150H未満 65

基本 月労働時間数64H以上120H未満 60

基本 月労働時間数150H以上 60

基本 月労働時間数120H以上150H未満 55

基本 月労働時間数64H以上120H未満 50

基本 妊娠等 100

基本 100

基本 常時臥床 100

基本 月複数回の通院加療を要する 70

基本 上記以外の自宅療養 50

基本 100

基本 70

基本 80

基本 80

基本 100

基本 50

基本 90

基本 80

基本 999

基本 200

調整 110

調整 10

調整 40

調整 50

調整 70

調整 20

調整 100

調整 -50

調整 200

調整 200

調整 10～200

　　　+ + 　　　　　　　　　　＝

※1 兄弟・姉妹が入所している施設と同じ施設のみ加点対象となります。
※2 兄弟・姉妹が入所している施設以外は、「産休明け・育休明けによる入所の場合」（40点）を適用します。
◎ 転所申請については上記に係わらず０点となり、新規の入所申請者がいない場合のみ調整します。

兄弟同時入所申請

ＤＶのおそれがあるため家庭裁判所から保護命令が出されている場合など、保育の緊急性が高く特に優先
が必要と認められる場合

６５歳未満の同居親族が保育可能な場合

保育士資格を有しており、苫小牧市内の認可保育施設（保育所、認定こども園、小規模保育施設）で保育
士として稼働する場合であって、入所待ち児童の解消に寄与すると判断される場合

小規模保育施設を卒園し、連携施設に入所する場合（４月入所に限る）

その他市長が入所の必要性があると認めた場合（状況に応じ加算）

世帯類型
ひとり親家庭

障害者のいる世帯

産休明け・育休明けによる入所の場合 (B)

兄弟・姉妹が既に入所している場合 (B) ※1

産休明け・育休明けで兄弟・姉妹が既に入所している場合 (A) ※2

就学
技能習得中・在学中（120時間以上）

技能習得中・在学中（64時間以上120時間未満）

虐待・ＤＶ
虐待（児童相談所長通知が発出された世帯等）

ＤＶ等（行政機関からの相談事例）

障害3級以下、知的障害者Ｂ

同居親族の介護・
看護

心身障害施設への通院時の付添いを要するため、他児童の保育が困難

病院等の付添い介護・看護、自宅介護・看護

災害復旧に当たっている

求職活動（起業準備を含む。）を継続的に行っている

稼働日が20日以上

稼働日が16日以上
20日未満

稼働日が16日未満

出産予定日の8週間前から出産日の8週間後まで

疾病・障害

疾病

入院

居宅内療養

障害
身体障害1・2級、精神障害者1・2級、知的障害者Ａ

（４）苫小牧市保育施設入所基準

指数名称 点数

就労

被雇用者
・自営（中心者）

稼働日が20日以上

稼働日が16日以上
20日未満

稼働日が16日未満

自営（協力者）

父 基本指数 母 基本指数 調整指数点(当てはまる分だけ追加) 合計点数

ただし (A) に該当する場合、(B) は加点しない
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１．０～２歳児クラスの利用負担額（保育料）等について 

認可保育所、認定こども園、小規模保育施設に入所している０～２歳児のクラスのお子さ

んは、保護者（父母）等の住民税の合計を元に、保育料が決定されます。

（１）保育料算定のしくみについて

●保育料は、保護者等（父母）の市町村民税額の合計額で算定します。 

ただし、以下のいずれかの〇に該当する場合は例外となります。 

○同居の祖父母がいる場合 

父母の収入が一定額〔年収が父母合わせて約 180 万円、ひとり親約 140 万円〕以下であ

れば、祖父母の税額の高い方も算定に含めます。 

○ひとり親家庭が同居により事実婚状態となったあるいは離婚後も父母が同居している場合 

２人の税額の合計額で算定します。 

●住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税額控除、寄付金控除などの税額控除は、保育料

算定上控除の対象にはなりません。これらを控除する前の税額により算定します。 

◆ 保育料等について（２・３号認定）

令和８年４月～令和８年８月の保育料 令和８年９月～令和９年３月の保育料 

令和７年度の市町村民税 

（令和６年分所得）に基づいて決定 

令和８年度の市町村民税 

（令和７年分所得）に基づいて決定 

保育料の詳細は 

こちら↓↓ 

１ 

３ 

（単位：円）

２ 

基準額 半額 基準額 半額

A 0 0 0 0

AB 0 0 0 0

B 0 0 0 0

C1 0 0 0 0

C2 9,800（2,450） 0 9,600（2,400） 0

C3 13,200（3,300） 0 13,000（3,250） 0

C4 14,100（3,500） 0 13,900（3,500） 0

C5 16,700（4,200） 0 16,400（4,100） 0

C6 21,400（5,350） 0 21,000（5,250） 0

C7 25,400 0 25,000 0

C8 31,600 0 31,100 0

C9 39,200 0 38,500 0

C10 42,900 0 42,200 0

C11 47,100 23,550 46,300 23,150

C12 53,000 26,500 52,100 26,050

C13 61,000 30,500 60,000 30,000

C14 66,500 33,250 65,400 32,700

C15 75,600 37,800 74,300 37,150

保育料徴収金額表（月額）

169,000円未満　

183,300円未満　

228,900円未満　

301,000円未満　

生活保護世帯等

B 市民税非課税世帯

 市民税均等割のみ

市民税所得割
33,300円未満

48,600円未満　

階　　　　層
０～２歳児クラス

令和３年４月２日以後生まれ
※（）内はひとり親世帯又は在宅障がい者世帯

346,600円未満　

346,600円以上　

50,900円未満　

63,600円未満　

78,600円未満　

97,000円未満　

117,300円未満　

138,300円未満　

区分 定義
標準時間 短時間

（案） 

-19-



（２）標準時間・短時間の認定区分について

保育を必要とする時間よって、【標準時間認定】と【短時間認定】に区分されます。 

①【標準時間認定】：７時３０分～１８時３０分の間で１１時間までの利用 

②【 短時間認定 】：８時３０分～１６時３０分の間で８時間までの利用 

※求職活動・育児休業を理由としている場合は、原則短時間認定となります。 

（３）保育料の軽減世帯について

多子世帯（2 人以上お子さんがいる世帯） 

①Ｃ２～Ｃ１０階層世帯     までの階層（※上のお子さんの年齢要件なし）

同一世帯のお子さんについて、第２子以降は保育料が無料となります。 

②C１１～C１５階層世帯（※上のお子さんの年齢要件あり）

保育所等（保育園、認定こども園、幼稚園、企業主導型保育施設等）を利用する同一世帯

のお子さんについて、第２子の保育料は原則半額、第３子以降は無料となります。

ひとり親世帯又は在宅障がい者世帯 

③Ｃ２～Ｃ６階層世帯が対象     までの階層 

第１子の保育料が基準額の１/4 となり、保育料徴金額表（）内の額となります。

≪保育料徴収金額表の見方≫ 

２．３～５歳児クラスの利用負担額（給食費）等について 

（１）副食費について

認可保育所、認定こども園（２号）は、保育料がかかりませんが、給食費を含む通園送迎

費・行事費等の実費は保護者の負担となります。 

次のページ「（2）副食費徴収・免除世帯について」の①から④に該当する方は、給食費の

うちの副食費（おかず、おやつなど）が免除されます。 

世帯 

階層 

右記以外の世帯 
ひとり親世帯又は 

在宅障がい者世帯 

第１子 第２子以降 第１子 第２子以降 

C２～C６ 

【基準額】
の保育料 

① 
無料 

※上の子の 

 年齢要件なし 

③ 
金額表（） 
内の保育料 

① 
無料 

※上の子の 

 年齢要件なし 
C７～C１０ 

【基準額】の 
保育料 

C１１～C１５ 

② 
第２子は半額 
第３子は無料 

※保育所・幼稚園・こど

も園等に通っている子か

ら数えます 

② 
第２子は半額 
第３子は無料 
※保育所・幼稚園・こども

園等に通っている子から

数えます
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（２）副食費徴収・免除世帯について 

「副食費免除」世帯に該当する方は以下の通りです。免除世帯となった場合は、市から通

知します。 

①保護者の市町村民税所得割額の合計が 63,600 円未満の世帯（階層 A～C5）は副食費 

が免除されます。 

②保護者の市町村民税所得割額の合計が 78,600 円未満（階層 A～C6）のひとり親世帯 

又は在宅障がい者世帯は、副食費が免除されます。 

③保護者の市町村民税所得割額の合計が 138,300 円未満の世帯（階層 C6～C9）は、同 

一世帯のお子さんについて、第２子以降のお子さんは副食費が免除されます。 

④保護者の市町村民税所得割額の合計が 138,300 円以上の世帯（階層 C10～C15）は 

 保育所・幼稚園・認定こども園・企業主導型保育施設等に通っているお子さんから数え 

て、第２子以降のお子さんは副食費が免除されます。 

A

AB

B

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

副食費（月額）

市階層
３～５歳児クラス
【右記以外の世帯】

３～５歳児クラス
【ひとり親世帯又は在宅障がい者世帯】

第２子以降

生活保護世帯等

副食費免除
副食費免除

B
市民税
非課税世帯

 市民税均等割のみ

市民税所得割
33,300円未満

48,600円未満　

50,900円未満　

区分 定義 第１子 第２子以降 第１子

63,600円未満　

78,600円未満　

全額負担

副食費免除
※上の子の年齢要件なし

97,000円未満　

346,600円以上　

副食費免除
※上の子の年齢要件なし

117,300円未満　

138,300円未満　

169,000円未満　

副食費免除
※保育所・幼稚園・こども園等
に通っている子から数えて
２人目以降の児童

副食費免除
※保育所・幼稚園・こども園等
に通っている子から数えて
２人目以降の児童

183,300円未満　

228,900円未満　

301,000円未満　

346,600円未満　

全額負担

令和８年４月～令和８年８月の免除 令和８年９月～令和９年３月の免除 

令和７年度の市町村民税 

（令和６年分所得）に基づいて決定 

令和８年度の市町村民税 

（令和７年分所得）に基づいて決定 

１
２

３
３

４ ４
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◆ 幼児教育・保育無償化について 
令和元年10月から、保育所・認定こども園・幼稚園・認可外保育所等を利用する３歳から５歳までの

お子さん及び０歳から２歳までの住民税非課税世帯のお子さんの利用料が無償化されました。 

【３号認定：保育所・認定こども園(保育所部分)・小規模保育施設】 

住民税非課税世帯のみが無償となります。 

【２号認定：保育所・認定こども園(保育所部分)】 

満３歳になった後の４月から無償となります。 

【１号認定：幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)】 

入園できる時期に合わせて満３歳から無償となります。 

３．幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育を利用するお子さん 

【預かり保育とは】 

 幼稚園の教育時間が始まる前や終わった後の時間に園でお子さんを預かる事業のことをいいます。 

【利用料】 

 【保育が必要な理由】等条件を満たしている場合、＜450 円×利用日数＞を上限に、利用料(月額)が

無料となります。利用日数に応じて無償となる利用料(月額)の上限額は変動します。 

 ※【保育が必要な理由】に関しての詳細は4ページをご覧ください。 

 ※詳細は２６ページの「３.預かり保育と新２・３号認定について」をご覧ください。 

１．無償化の対象となるお子さん・施設 

２．保育所、幼稚園、認定こども園等を利用するお子さん 

区分 

認可施設 認可外保育所等 

教育認定（１号認定） 保育認定（２号・３号認定）※１ 保育認定 ※１

年齢 満３歳から５歳 ３歳から５歳 ０歳から２歳 ３歳から５歳 ０歳から２歳 

対象 

施設 

・幼稚園 

・認定こども園 

・保育所 

・認定こども園 

・保育所 

・認定こども園 

・小規模保育施設 

・認可外保育所 ・一時保育 

・ファミリーサポートセンター事業 

・病後児保育 

保育料 

(月額) 

０円 ※２

◎現行制度幼稚園は

25,700円を上限に無償 

０円 ※２
住民税非課税世帯 

０円 

37,000円を 

上限に無償 

住民税非課税世帯※3

42,000円を 

上限に無償 

その他 

預かり保育※１

１日450円を上限 

◎満３歳児の預かりは 

 住民税非課税世帯※3

のみ対象 

※１ 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要がありま

す（詳細は４ページを参照） 

※２ 給食費、教材費、通園送迎費、行事費などはこれまで通り保護者負担に 

なります（副食費は免除になる場合があります。 

詳細は２1・２6ページを参照） 

※３ 対象となる期間については以下の通りです

令和８年４月～令和８年８月 令和８年９月～令和９年３月 

令和７年度の住民税非課税世帯が対象 令和８年度の住民税非課税世帯が対象 
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４．認可外保育施設等を利用するお子さん 

【対象となるお子さん】 

●３歳児から５歳児クラスの「保育の必要性の認定」を受けたお子さん

●住民税非課税世帯で、０歳児から２歳児クラスの「保育の必要性の認定」を受けたお子さん 

【対象となる施設】 

●認可外保育所 ●ベビーシッター ●一時保育  

●ファミリー・サポート・センター事業 ●病後児保育 

※上記の施設の併用はできますが、認可施設との併用は、無償化の対象外となります。 

５．企業主導型保育施設を利用するお子さん 

【対象となるお子さん】 

●３歳児から５歳児クラスの「保育の必要性の認定」を受けたお子さん 

●住民税非課税世帯で、0歳児から２歳児クラスの「保育の必要性の認定」を受けたお子さん 

【対象となる施設】 

企業主導型保育施設  

※認可外保育施設等の併用はできますが、無償化の対象外となります。 

※認可施設との併用はできません。 

【利用料】 

 標準的な利用料の金額が減額されます。 

クラス年齢 無償化の上限額 

４・５歳児 23,100円/月 まで無償 

３歳児 26,600円/月 まで無償 

１・２歳児 37,000円/月 まで無償 

０歳児 37,100円/月 まで無償 

＊就学前の障がい児の発達支援を利用する３歳児から５歳児クラスお子さんも、無償化の対象

となります。

※認可施設・認可外保育所等と併用できます 

 不明な点や無償化の詳細などのご相談は こども育成課 32-6224 まで
お願いします。 
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●苫小牧市から市外の保育施設に入所を希望の方 

   入所を希望する市町村に就労しているなど条件があります。また、入所を希望する市町村により

締切日が異なりますので、苫小牧市の申請期間より早まる可能性があります。市外の保育施設へ

入所をお考えの方は、お早めにこども育成課までご相談ください。 

 ・申 請 先：苫小牧市こども育成課 

 ・必要書類：苫小牧市の入所申請書類 

●市外から苫小牧市の保育施設に入所を希望の方 

   保護者のどちらかが、苫小牧市内に就労等をしていることが条件です。 

   ただし、苫小牧市に住民票がある方が優先されますので、希望する園によっては入所が難しい場

合があります。予めご承知おきください。 

・申 請 先：お住いの市町村の担当課 

 ・必要書類：お住いの市町村の入所申請書類 

日曜・祝日に保護者が勤務によりお子さんを保育できない場合、休日保育を利用することが
できます。利用するためには登録が必要です。※12/29～1/3 の間はお休みです 

●対象となるお子さん 
  ・２号又は３号認定を受け、市内の認可保育園及び認定こども園、小規模保育施設に入所

している１歳児クラス以上のお子さん 
  ・日曜・祝日に保護者の就労により保育の必要性が認められるお子さん 
  ・授乳・離乳食が完了し、一人歩行が可能なお子さん 

●実施保育園と定員・利用時間 
  実施園と定員 
  ・うとない保育園（ウトナイ南） 定員：おおむね 10 人  受入：１歳児クラス以上 
                    （祝日おおむね 20 人） 
  ・みその保育園（美園町）    定員：おおむね 20 人  受入：１歳児クラス以上 
  ・たいせい保育園（大成町）   定員：おおむね 10 人  受入：３歳児クラス以上 

利用時間 
  午前８時から午後６時までの間（厳守） 

※保育時間は、保護者の勤務時間により異なります。 

●利用について 
  ・入所した月の翌月から利用できます。利用を希望する場合は、利用開始の前月 15 日ま

でに在籍園を通して利用登録を行います。 
  ・利用登録した保護者は、在籍園へ利用の申込みをしてください。利用登録後は、利用が

ない場合でも、利用の有無の申告が必要です。 
  ・申込みのあった方の中から利用者を決定します。定員等の関係で利用できない場合があ

りますので、予めご承知おきください。 

①利用登録 

＊在籍園を通して 

登録を行います 

②利用申込み 

＊在籍園を通して

利用申込みを行い

ます 

③利用の決定 

＊実施園の園長が利用

者の決定を行います 

◆ 休日保育について

◆ 広域入所について
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幼稚園・認定こども園（教育認定）を希望の方は、直接園へお問い合わせください。 

１． 申込み方法について 

入園を希望する幼稚園や認定こども園へ必要書類（入園願書）をもらいに行きます。申込み

は直接園へお願いします。空き状況等の問い合わせも、希望園へご連絡をお願いします。 

※プレスクールも同様に、申込みや空き状況の問合せについては入会を希望する園へ 

直接お願いします。 

認定区分 対象となる児童 無償化 申込み先 

１号認定 

（教育標準時間認定） 

満３歳以上で 

教育を受ける児童
対象 

利用を希望する園へ 

プレスクールには認定はありません。 対象外 

◆ 入園申込みについて（１号）

② 園に入園願書を提出する

必要書類を持参し、園へ提出を 

⑤ 入園する

入所決定を郵送等でお知らせします 

① 入園を希望する園から入園願書をもらう

直接園へ受取りに行っていただきます

③ 園から入園の承諾をもらう 

入園決定の通知をもらいます

④ 給付認定 

提出書類と一緒に園へ提出、 

その後市で給付認定を行います 
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２．利用負担額等について 

保育料は無償ですが、給食費や送迎費、制服等の実費は保護者の負担となります。実費負

担額は各園により異なりますので、希望園へお問い合わせください。なお、次の①から③の

いずれかに該当する方は、副食費（おかず・おやつ等）が免除されます。 

①保護者の市町村民税所得割額の合計が 77,100 円以下の世帯（階層 A～C）は副食費が 

免除されます。 

②保護者の市町村民税所得割額の合計が 167,400 円以下の世帯（階層 D1）は、同一世 

帯のお子さんについて、第２子以降のお子さんは副食費が免除されます。 

③保護者の市町村民税所得割額の合計が 167,401 円以上の世帯（階層 D2～E）は 

小学 3年生以下のお子さんから数えて、第２子以降のお子さんは副食費が免除されます。 

３．預かり保育と新２・３号認定について 

●預かり保育とは、幼稚園や認定こども園（幼稚園部分）では、教育時間が始まる前や終わ

った後の時間に園で預かる事業「預かり保育事業」があります。預かり保育の利用料金や

預かり時間は園により異なります。 

預かり保育を利用する際に、「保育の必要性（４ページ参照）」が認められる場合は、新２

号認定・新３号認定を受けることで、〈450 円×利用日数〉を上限に利用料(月額)が無償と

なります。 

●申込み先は、在籍園へ利用の申込みをお願いします。園を通して市へ認定をし、後日認定

通知を送付します。 

各園の利用人数により、預かり保育を利用できない場合がありますので、利用前に在籍園 

へご確認ください。 

●必要書類は以下の通りです。 

・教育・保育給付認定等申請書 兼 施設等利用給付認定申請書 

 ※申請書は、利用を希望する幼稚園・認定こども園、こども育成課で配布しています。 

・保育が必要な証明書類 

 ※保育が必要な理由の証明書類は 6 ページをご覧ください。 

階層 市民税所得割額 第１子 第２子以降 

Ａ階層 生活保護世帯

①副食費免除 Ｂ階層 住民税非課税

Ｃ階層 77,100円以下 

Ｄ階層 

Ｄ１ 167,400円以下 

全額負担 

(園によって金額

が異なります) 

②副食費免除

※上の子の年齢要件なし 

Ｄ２ 167,401円以上 
③副食費免除  

※小学３年生から数えて２人目以降の子 Ｅ階層 211,201円以上 

認定区分 クラス年齢 保育が必要な理由 対象世帯 無償の上限 

新２号 ３～５歳児 あり 全世帯 450円×利用日数 

新３号 満３歳児 あり 
住民税 

非課税世帯 
450円×利用日数 
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１．一時保育について 

保護者のパート就労等により一時的に保育が必要なお子さん及び保護者等が傷病その他の事情から家

庭保育ができないお子さんを一時的に保育所等でお預かりする制度です。 

（１）利用区分について 

 ①非定型的保育サービス 

    内  容保護者の就労・職業訓練及び就学等により、家庭保育が困難な場合 

    保育期間平均週３日程度 

②緊急保育サービス 

    内  容保護者の傷病、火災・事故、出産、看護・介護等により、家庭保育が困難な場合 

保育期間原則１ヶ月以内 

 ③私的理由による保育サービス 

    内  容育児による疲れなどをリフレッシュするため、一時的に保育を必要とする場合 

保育期間週３日が限度。ただし、土曜日は利用できません。また、平日の利用についても①、②

の利用が優先されるため、利用できない場合もあります。 

（２）対象となる児童 

満１歳から小学校就学前で、①～④を全て満たすお子さんに限ります。 

①集団保育が可能、②歩行が可能（ハイハイが終わっている）、③授乳の必要がない、 

④離乳食が完了している 

※保育所・認定こども園（保育所部分）・小規模保育施設に入所している場合は利用できません。 

（３）利用について 

    ①利用の前に 

利用を希望する園と事前に面接を行い、利用登録をしていただきます。 

（原則として上記「２．対象のお子さんについて」の①～④を満たしてから面接を行います） 

なお、登録は原則１園のみです。 

②利 用 時 間 

    午前９時から午後５時まで 

③休  日

施設の休園日  ※日曜日・祝日・年末年始（12/29～1/3）等 

④利 用 料 金

◆ その他の保育サービスについて

時間 

年齢 
４時間以内 ４時間以上 

３歳未満児 ８００円 １，６００円 

３歳以上児 ６００円 １，２００円 

※ただし、生活保護世帯又は市町村民税が非課税の世帯については、 非定型的保育サービス、 

緊急保育サービスの利用を申し込むときに利用料免除を申請することができます。 
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（４）実施園について 

（５）利用方法について（申込みから利用までの流れ） 

①施設へ連絡 

    利用を希望する施設に直接連絡をし、「一時保育の申込み」と伝えて面接の日程を決めて 

ください。 

②面接・登録 

   利用前に、お子さんと一緒に面接を受けていただきます。 

   ○持ち物・・・母子手帳、健康保険証等お子さんの生年月日を確認できるもの 

③利用の申込み 

   原則として３日前までに申込みをしていただきます。 

また、利用する施設に以下の書類を提出していただきます。

   １．一時保育利用申込書 

２．就労証明書・診断書等保育を必要とする理由を証明するもの 

   ３．生活保護手帳の写し又は市町村民税非課税証明書 

※「（１）利用区分について ③私的利用による保育サービス」の場合は就労証明書や生活保護手

帳等の写しの書類は不要です。 

（６）利用時の持ち物について 

主な持ち物は下記のとおりです。利用施設によって異なりますので、詳細は面接時に各施設へご確 

認ください。

持ち物 ３歳未満児 ３歳以上児 

着替え一式(上下・シャツ・パンツ) ○ ○ 

着替え袋(どんなものでも結構です) ○ ○ 

パジャマ、バスタオル、歯ブラシ ○ ○ 

乾いたおしぼり ○ ○ 

ビニール袋(未使用のもの) ○ ○ 

主食及び弁当入れ   ○ 

エプロン ○(１歳児)  

おむつまたはパンツ、おしりふき ○(必要な児童)  

施設名 利用定員/日 電話番号 住所 

①うとない保育園 ５名 82-8161 ウトナイ南3丁目20番 1号 

②幼稚舎あいか ５名 53-0021 柳町 4丁目9番 17号 

③あけの保育園 ５名 57-3543 明野新町5丁目13番30号 

④みその保育園 １０名 34-4339 美園町4丁目26番 10号 

⑤苫小牧ふたば幼稚園 ５名 34-6250 王子町1丁目2番18号 

⑥苫小牧あおば認定こども園 ５名 72-7411 見山町４丁目６番４号 

⑦ピノキオ苫小牧幼稚園  

※令和8年4月より実施予定
5名 73-3111 日新町３丁目6番１０号 

⑧錦岡保育園 ５名 67-0033 宮前町2丁目28番 15号 
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２．病後児保育について 

 児童が病気やけがの回復期の時、保護者が勤務等の都合により児童を家庭で保育できない場

合、病児保育を利用することができます。利用するためには登録が必要です。 

（１）対象となる児童 

  ①苫小牧市内の認可保育所及び認定こども園、小規模保育施設、幼稚園、認可外保育所、

企業主導型保育施設に入所している満１歳以上の児童 

②授乳・離乳食が完了し、一人歩行可能な児童 

  ③入院の必要がない疾病の回復期にあって集団保育が困難な児童 

  ※医師が記入した書類が必要です 

（２）申込み～利用までの流れについて 

※利用の詳細については、みその保育園病後児保育室（ 84-3603）まで 

お問合せください 

・原則、利用を希望する日の前日までに利用登録していただきます。 

（緊急の場合等は、利用当日の登録も可能です。） 

・登録にあたってはみその保育園へ「利用登録申請書」の提出が必

要です。 

（一度提出し、登録すると小学校就学前まで利用が可能です。） 

①利用登録

・原則、利用を希望する日の前日までに仮予約をしていただきます。 

（定員に空きがある場合は当日でも利用が可能な場合があります

ので、みその保育園へお問い合わせください。）

②仮予約

・かかりつけ医を受診し、医師に「利用連絡書（診療情報提供書）」

を記入してもらってください。 

※医師から病気の回復期でなく急性期であると判断された場合は、

病後児保育の利用はできません。 

※病後児保育の利用が可能と診断されたものの、「利用連絡書（診療

情報提供書）」の提出が間に合わない場合はその旨をみその保育

園へ連絡してください。 

③病院受診

・「利用連絡書（診療情報提供書）」を記入してもらったら、みその

保育園へ連絡し、本予約をしてください。 

※定員に達した場合はお断りすることがありますので、予めご了承

ください。 

・「利用申請書」を記入し、持ち物の準備をしていただきます。 

④本予約

・必要な書類をみその保育園に提出し、利用を開始します。お子様

の体調確認や保護者の連絡先の確認などをさせていただきます。

⑤利用開始 
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（３）実施保育園と定員・利用時間 

  実施園と定員 

  みその保育園（美園町） 受入人数：おおむね 2 人（病後児のみ） 

  利用時間 

  午前８時３０分から午後５時まで（厳守）※月～金曜日 

（４）利用について 

  事前登録、仮予約が必要です。また、利用料と給食費がかかります。 

年齢 利用料 給食費 

３歳以上児 1,500円 300円 

３歳未満児 1,700円 300円 
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錦岡保育園　　　　 いとい北保育園

こいとい保育園 さくらぎ保育園　　 【 73-7033】

苫小牧もも花幼稚園 【 67-5650】 青空幼稚園 【 72-3266】

ひかりの国幼稚園 【 74-4800】 ピノキオ苫小牧幼稚園 【 73-3111】

エンゼル幼稚園 【 72-0101】 認定こども園ひよし 【 73-7620】

原学園ひかり幼稚園 【 74-4600】

青空ことり保育園 【 84-3248】 青空にじいろ保育園 【 74-7459】

ベビーピノキオ 【 76-6666】 ベビーエンゼル 【 75-7373】

青空すまいる保育園 【 84-3313】 ひかりチャイルドケアセンター 【 75-1006】

錦岡幼稚園 【 67-0950】

森のこころねようちえん 【 080-4500-3996】

【 74-2110】【 67-0033】

【 73-2600】

認 可 外 保 育 所（１園）

小 規 模 保 育 施 設（６園）

認 定 こ ど も 園（7園）

認 可 保 育 所（4園）
1 2
3 4

5 6
7 8

12 13

16
15

18

幼 稚 園（１園）

19

14

9 10
11

17
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たいせい保育園　　　　 【 72-9257】 山手キューピット保育園 【 73-2762】

すえひろ保育園 【 36-9656】 なかの保育園　　 【 38-5588】

苫小牧あおば幼稚園 【 72-7411】 はなぞの認定こども園 【 71-6687】

かおり幼稚園 【 72-5503】 苫小牧すみれ保育園 【 84-3520】

苫小牧ふたば幼稚園 【 34-6250】 苫小牧聖ルカ幼稚園 【 36-1156】

苫小牧マーガレット幼稚園 【 34-7810】 苫小牧中央幼稚園 【 84-7357】

認定こども園おとわ 【 36-5056】 苫小牧藤幼稚園 【 32-2742】

苫小牧育成 そよかぜ保育園 【 35-1010】

リトルハウス さくらんぼ 【 36-1112】 ドレミ保育園 【 82-9970】

苫小牧育成 かすが保育園 【 84-5559】

つちっこ保育園 【 61-1025】

認 可 外 保 育 所（３園）

小 規 模 保 育 施 設（１園）

認 定 こ ど も 園（１１園）

認 可 保 育 所（４園）

24

20 21
22 23

25
26 27
28

31
32

29
30

34

企 業 主 導 型 保 育 施 設（１園）

35 36
37

38

33
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みその保育園　　　　 【 34-4339】 あけの保育園 【 57-3543】

拓勇おひさま保育園 【 52-0020】 沼ノ端おひさま保育園 【 55-0705】

うとない保育園　　 【 82-8161】

苫小牧いずみ幼稚園 【 33-5370】 幼稚舎あいか 【 53-0021】

苫小牧のぞみ幼稚園 【 51-6200】 はくちょう幼稚園 【 55-3545】

第２はくちょう幼稚園 【 55-2221】 勇払幼稚園 【 56-2300】

なないろ保育園 【 57-8205】 ヒヨコ保育園 【 84-8567】

コアラ保育園 【 61-1924】 ひだまりのもり保育園 【 84-7490】

パンダ保育園 【 84-1740】 バンビ保育園 【 53-0550】

苫小牧なの花保育園 【 53-6200】

駒沢苫小牧幼稚園 【 33-9794】

植苗保育園 【 58-2456】

ペンギン保育園 【 84-7670】 苫小牧みらい保育園 【 53-6100】

認 可 外 保 育 所（１園）

小 規 模 保 育 施 設（７園）

認 定 こ ど も 園（５園）

認 可 保 育 所（５園）

46

幼 稚 園（１園）

39 40
42

43

47
48 49

50

57

企 業 主 導 型 保 育 施 設（２園）

58

6059

41

51
52 53
54 55
56

44 45
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利 用 者 支 援 員 の ご 案 内 

子育てママやパパを支援するため、本市では利用者支援員【保育コンシェルジュ】が 

市役所の窓口や子育て支援センター等でお客様の様々な相談や要望に応じています。 

保育所や幼稚園、認定こども園のほか、一時預かり事業や認可外保育施設などの保育 

サービスについて情報提供等を行っています。 

  ※土・日曜日、祝日・年末年始（12月 29日～1月 3日）はお休みです。 

※不在の場合があります。お電話にてご確認のうえ、お越しください。 

相談窓口 

「子ども・子育て相談ナビ」（利用者支援員配置場所） 

市役所１階 こども育成課  

（１８番窓口 ピンクゾーン） 

とまこまい子育て支援センター 

（教育・福祉センター ２階） 

受付時間 ９：００～１７：００（月 ～ 金） ９：００～１６：００（月 ～ 金） 

電話番号 ０１４４（３２）６２２４ ０１４４（３３）４７５１ 

苫小牧市健康こども部こども育成課 
【市役所１階１８番（ピンクゾーン）窓口】 

〒053-8722 苫小牧市旭町４丁目５番６号 

tel：0144-32-6224 fax：0144-32-5578 
e-mail：kodomoikusei@city.tomakomai.hokkaido.jp

市HP

利 用 者 支 援 員 の ご 案 内 

子育てに関する事で、 

どこに聞いたらよいのか、わからない時は 

《 利用者支援員 》にお気軽にお尋ねくださいね 


